
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水中で相互作用し、抗菌溶液を生成する粉末試薬を保持する２コンパートメントパッケー
ジ（Ｃ）であって、（Ｉ）第１の端部（ 56）および第２の端部（ 60）に開口部を有する第
１の外周壁（ 52）を有する第１の外部カップ部（ 50）と、（ ii）第２の外周壁（ 72）と、
該第２の外周壁の第１の端部にて接続され、張り出しフランジ（ 74）と該第２の外周壁の
第２の端部とを有する第２の内部カップ部（ 70）とを含むパッケージであって、該第１お
よび第２のカップ部が、該第２のカップ部のフランジ（ 74）が該第１のカップ部の開口端
部（ 56）と接し、かつ該開口端部（ 56）に接続されるように構成され、該第１および第２
の外周壁が、第１の粉末試薬受入チャンバが該第１のカップ部において規定され、第２の
チャンバが該第２のカップ部において規定されるように構成されるパッケージであって、
該第１の外部カップ部（ 50）の該第２の端部（ 60）に安定的に取り付けられて該第２の端
部（ 60）を閉塞する第１の基部（ 58）であって、該第１の基部に力を加えることによって
取り外し可能である第１の基部と、
該第２の内部カップ部（ 70）の該第２の端部を閉塞する第２の基部（ 78）であって、該粉
末試薬の第１の試薬と該粉末試薬の第２の試薬とを選択的に別々に保持し、該第１および
第２の粉末試薬の混合を選択的に可能にするよう構成される第２の基部と
を特徴とするコンパートメントパッケージ（Ｃ）。
【請求項２】
前記第２の基部（ 78）が、該第２の基部に力を加えることによって前記第２のカップ部か
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ら取り外し可能であることをさらに特徴とする、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項３】
前記第１および第２の基部を、該第２の基部が前記第２のカップ部から取り外された後で
、間隔をおいて配置される関係に保つ手段（ 86）をさらに特徴とする、請求項２に記載の
パッケージ。
【請求項４】
前記第２の基部が前記第２のカップ部から取り外された後で、該第２の基部を、前記第２
の外周壁の前記第２の端部から所定の距離内に保つ手段（ 80）をさらに特徴とする、請求
項２に記載のパッケージ。
【請求項５】
前記第１の基部（ 58）が内側にフランジを有し、該フランジが、前記第１のカップ部の開
口部（ 60）より大きく、これにより該第１の基部が該第１のカップ部から取り外された後
、該第１の基部が前記第１のチャンバにトラップされることをさらに特徴とする、請求項
１に記載のパッケージ。
【請求項６】
前記第１および第２のカップ部の基部（ 58、 78）の少なくとも１つが、該カップの端部を
係合する外周壁によって囲まれるドーム状の中央部を有し、これにより該ドームの屈曲が
該外周壁間の係合力を削減し、基部の除去を容易にすることをさらに特徴とする、請求項
２に記載のパッケージ。
【請求項７】
前記第１および第２のカップ部がその間に環状のギャップ（ 90）を規定し、該第２のカッ
プ部の上部カバー（ 76）が該環状のギャップと連通する通気孔（ 94）を規定することをさ
らに特徴とする、請求項１に記載のパッケージ。
【請求項８】
前記通気孔を覆う多孔性のフィルタ材料（ 100）をさらに特徴とする、請求項７に記載の
パッケージ。
【請求項９】
請求項１のパッケージを使用する方法であって、
あらかじめ選択された容積の前記第１の粉末試薬を前記第１のチャンバに計量供給する工
程と、
あらかじめ選択された容積の前記第２の粉末試薬を前記第２のチャンバに計量供給する工
程と、
閉鎖部を前記第２のカップを囲む前記第２のカップのフランジに封止し、これにより該第
１および第２のチャンバが同時に閉塞される工程と、
を特徴とする方法。
【請求項１０】
前記パッケージ（Ｃ）および収納された粉末試薬を、除染が行われる場所に移動させる工
程と、
前記第１の基部壁に力を加えて、該第１の基部壁を前記第１のカップから取り外す工程と
、
前記第１および第２の粉末試薬を水と混合させて、前記抗菌溶液を生成する工程と、
除染するアイテムを該抗菌溶液に浸す工程と、
をさらに特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記第１および第２の粉末試薬を混合する工程が、前記第２の基部壁に力を加えて、該第
２の基部壁を前記第２のカップから取り外す工程を含むことをさらに特徴とする、請求項
10に記載の方法。
【請求項１２】
前記第１のチャンバおよび第２のチャンバの一方の粉末試薬が、アセチルサリチル酸を含
み、もう一方のチャンバの粉末試薬が過ホウ酸塩を含むことをさらに特徴とする、請求項
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10に記載の方法。
【請求項１３】
微生物除染システムであって、
請求項１の２コンパートメントパッケージを受け入れるウェル（ 16）と、
前記第１の取り外し可能な基部（ 58）を開放する手段（ 40）と、
水受入口（ 20）から該ウェルに水を運び、前記第１および第２のチャンバからの粉末試薬
と混合させ、前記抗菌溶液を生成するために、該受入口と該ウェルとの間に規定される第
１の流体流路と、
該抗菌溶液のために、該ウェルから除染されるアイテムを受け入れる除染領域（ 14）まで
規定される第２の流体流路と、
該除染領域から、使用された抗菌溶液およびリンス水を選択的に排水する排水口まで規定
される第３の流体流路と、
該第１、第２および第３の流体流路を介してならびに該受入口と該除染領域と該ウェルと
の間に選択的に流体を循環させる流体循環器（ 28）と、
を特徴とするシステム。
【請求項１４】
前記取り外し可能な基部（ 78）を有する前記内部カップ（ 70）と、
該第２の取り外し可能の基部（ 78）を開放する手段（ 44）と、
をさらに特徴とする、請求項 13に記載の微生物除染システム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
本発明は除染技術に関する。本発明は医療器具および機器の滅菌または消毒に関連する特
定の用途を見出し、特にそれに関連して説明される。しかし、本発明はまた、少なくとも
２つの成分または試薬が使用時まで別々に保たれ、その後機械的に放出される広範な技術
に適用可能であることが理解される。
除染とは、細菌、カビ胞子、その他の病原性生物形態、放射活性ダストなどのような有害
なまたは好ましくない物質の除去を内包する。消毒とは病原性生物形態の欠如を内包する
。滅菌とは、病原性か否かを問わず、すべての生物形態の欠如を内包する。
これまでは、医療機器および器具は蒸気オートクレーブで滅菌されることが多かった。オ
ートクレーブは高温および高圧の組み合わせで生物形態を殺す。しかし、蒸気オートクレ
ーブにはいくつかの欠点がある。高温圧力容器はかさばって重い傾向にある。高温および
高圧は、内視鏡、ゴムおよびプラスチック機器、レンズならびにポリマー性材料などでで
きた機器の一部分の有効寿命を短縮する傾向がある。さらに、オートクレーブ滅菌および
冷却サイクルは、一般的に、複数のセットの医療器具が必要とされるほど長い。
オーブンオートクレーブの圧力または温度に耐えられない器具は、特に大きな医療施設ま
たは病院では、エチレンオキシドガスで滅菌されることが多い。しかし、エチレンオキシ
ド滅菌技術にもまたいくつかの欠点がある。まず、エチレンオキシド滅菌サイクルは蒸気
オートクレーブのサイクルよりもさらに長い。別の欠点は、エチレンオキシド滅菌は、一
般的に訓練を受けた技術者が必要とされるほど複雑であり、内科医および歯科医の診療所
ならびにその他のより小さな医療施設には不適切であるということである。更なる欠点は
、エチレンオキシドガスでは滅菌できない医療機器もあるということである。
蒸気滅菌の高温に耐えられない機器には、液体消毒システムもまた利用されてきた。一般
的に、技術者が液体消毒薬組成物を混合し、除染するアイテムを手で浸す。手作業の度合
いが高いため、プロセスには多くの非管理および未報告の変数が持ち込まれる。保管中の
経時変化、滅菌剤の混合における技術者のミス、液浸時間制御における技術者のミス、液
浸と残留物のリンスとの間に起こる技術者のミス、残留物のリンスにおける技術者のミス
、リンス工程後に外界雰囲気に曝されることなどによる消毒化学薬品の弱まりに伴う質の
保証の問題がある。
本発明は、使用時まで別々に保持される粉末試薬の貯蔵に理想的な、新規かつ改良された
２コンパートメントカップまたはパッケージアセンブリを提供する。
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発明の要旨
本発明によると、２コンパートメントパッケージが提供される。外部容器は第１の外周壁
を有し、該第１の外周壁は第１の端部に開口部を有し、そして第２の端部を有する。内部
容器は外周壁を有し、該外周壁は第１の端部に開口部を有し、そして第２の端部を有する
。フランジは、内部容器の外周壁の第１の開口端部にて接続される。外部および内部容器
は、内部容器のフランジ手段が外部容器の開口端部に接し、該開口端部に隣接して接続さ
れるように構成される。一旦内部カップが挿入され、外部カップに接続されると、内部お
よび外部容器の内部および外部外周壁は第１の試薬受入チャンバをそれらの間に規定する
。内部容器はその中に第２のチャンバを規定する。閉鎖部は内部容器のフランジに接続さ
れる。第１の取り外し可能な基部は外部容器の第２の端部に安定的に取り付けられ、該第
２の端部を閉塞する。第１の取り外し可能な基部は、そこに加えられる力または圧力に応
答して取り外し可能である。第２の取り外し可能な基部は内部容器の第２の端部に安定的
に取り付けられ、該第２の端部を閉塞する。第２の取り外し可能な基部は、そこに加えら
れる力または圧力に応答して取り外し可能である。
本発明の別の局面によると、改良点は、第１の取り外し可能な基部と第２の取り外し可能
な基部との間の分離を維持する手段をさらに含む。
本発明の別の局面によると、２コンパートメントパッケージを使用する方法が提供される
。第１の粉末試薬は第１のチャンバに計量供給され、第２の粉末試薬は第２のチャンバに
計量供給される。閉鎖部が第２のカップのフランジに封止され、これによって第１および
第２のチャンバが同時に封止される。
本発明のより限定的な局面によると、方法は、２コンパートメントパッケージおよび該パ
ッケージに収容される粉末試薬を除染が行われる場所に移動させる工程をさらに含む。第
１および第２の取り外し可能な基部に力が加えられ、基部壁を第１および第２のカップか
ら取り外す。第１および第２の粉末試薬は水と混合され、抗菌溶液を生成する。除染され
るアイテムは該抗菌溶液に浸される。
本発明の１つの利点は、材料の取り扱いが簡易化されるということである。
本発明の別の利点は、２種類の試薬の別々のコンパートメントへの充填および封止が単純
化されるということである。
本発明の別の利点は、水中で相互作用して強力な抗菌溶液を生成する試薬の取り扱いおよ
び輸送が簡易化されるということである。
本発明の別の利点は、試薬の完全な混合および試薬の完全な溶解が促進されるということ
である。
その他の利点は、開放の簡便さ、偶発的な開放の起こりにくさ、安全な輸送などにある。
本発明の更なる利点は、当業者が以下の好適な実施形態の詳細な説明を読み、理解すれば
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
本発明は、様々な部品および部品の構成ならびに様々な工程および工程の構成の形態を取
り得る。図面は好適な実施形態を例示することのみを目的とし、本発明を限定するものと
して解釈されるべきではない。
図１は、除染ユニットの外観を示す図である。
図２は、図１の除染ユニットの配管図であり、試薬カップ受入ウェル、２コンパートメン
ト試薬カップ、およびカップ開放アセンブリの詳しい断面図を含む。
図３は、本発明による２コンパートメントカップの拡大図である。
図４は、２コンパートメントカップの側断面図である。
好適な実施例形態の詳細な説明
図１に示すように、微生物除染装置Ａはカウンタートップまたはその他の都合の良い作業
表面上に設置されるように構成される。ドアまたは蓋 10は手で開放可能であり、トレー 12
へのアクセスを提供する。トレー 12は微生物除染されるアイテムを受け入れる受入領域 14
を規定する。例示される実施形態のおいては、トレー 12は、内視鏡またはその他の長く、
コイル状にできるアイテムを受け入れるように構成される。アイテム自体またはアイテム
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保持容器を受け入れるための異なる構成のアイテム受入領域を有するその他のトレーもま
た想定される。ウェル 16は、滅菌剤、消毒薬またはその他の微生物除染溶液を生成する単
位用量の試薬を受け入れる。
図２に具体的に示すように、開放アセンブリＢは、試薬収納パッケージＣがウェル 16に挿
入される際、試薬収納パッケージＣを選択的に開放する。一旦アイテムがトレーに載せら
れ、試薬保持パッケージＣがウェル 16に挿入されると、蓋 10が閉鎖され、ラッチされる。
充填弁 20は、微生物除去フィルタ 22を介して流体循環システムの流路に水を流す。微生物
除去フィルタ 22は、水を通過させ、微生物の大きさおよびそれを上回る大きさのすべての
粒子の通過を阻止することによって、滅菌した水のソースを提供する。フィルタ 22によっ
て滅菌されて入ってくる水は、スプレーまたは配水ノズル 24を通過し、トレー 12のアイテ
ム受入領域 14を充填する。更なる水が受け取られると、この水はウェル 16に流入して開放
されたカップＣの粉末試薬を溶解し、抗菌溶液を生成する。すべての空気がエアシステム
26から追い出され、内部の容積全体が滅菌した水で満たされるまで充填は続けられる。充
填弁 20が閉止された後、流体はポンプ 28によって、加熱器 30、トレー 12のアイテム受入領
域 14およびウェル 16を介して循環される。ポンプはまた、フィルタ 22を介して逆止弁 32に
抗菌溶液を送り、フィルタを滅菌する。さらにポンプは、エアシステム 26の別の微生物フ
ィルタ 34を介して抗菌溶液を逆止弁 36に送る。抗菌溶液を好適な温度まで上昇させ、選択
された時間だけ循環させた後、排水弁 38が開放され、溶液を排水させる。空気を微生物フ
ィルタ 34を介して流入させ、これによって滅菌した空気がシステム内の流体に取って代わ
る。その後、排水弁が閉止され、充填弁 20が再び開放されて、システムは滅菌したリンス
流体で充填される。ポンプ 28は滅菌したリンスソース 22から続くすべての表面を含む流路
のすべての表面上で抗菌溶液を循環させたため、リンスによって微生物汚染物質がアイテ
ム受入領域 14内に持ち込まれることはないということが注目される。
開放システムＢは、パッケージＣがウェルに挿入される際、パッケージＣの下部表面を係
合する、ウェルの底部に配置される下部開放突起 40を含む。上部開放部 42は、可撓性のチ
ュービング 46によってトレー 12と接続される挿入可能部 44を有する。パッケージＣがウェ
ルに挿入された後、上部開放部はパッケージＣ上の中央に配置される。該挿入可能部 44は
パッケージＣの中心に押し込まれる。上部開放部 42は、接続チュービング 46のために、ベ
ンチュリ 48と流体連通する開口部を有する。
図３および４に示すように、滅菌剤カップまたはパッケージＣは第１または外部カップ 50
を含む。外部カップは軽量で硬質のポリマー性材料から作製される。外部カップ 50は円筒
形の外周壁 52を含み、外周壁 52はその第１の開口端部 56にフランジ 54を有する。第１の取
り外し可能な基部壁 58は、外周壁 52の第２の対向端部 60を閉塞する。第１の取り外し可能
な基部壁 58は、第２の端部にカチッとはめられ、リップと溝、摩擦係合、解除可能な封止
などによって保持されることによって第２の端部に安定的に取り付けられる。下部開放部
材 40によって外部カップ 50の下から第１の取り外し可能な基部壁に力または圧力がかけら
れると、第１の取り外し可能な基部壁 58は外れる。拡張フランジ 62などが、第２の端部に
おける開口部よりも大きな直経の基部壁を形成することによって、外部カップの内部にお
ける基部壁を保持する。基部壁 58が外れることにより、外部カップの第２の端部が開放さ
れ、希釈剤（ dilutant）のような流体の外部カップ 50への流入および外部カップ 50の内容
物との混合が可能になる。
第２または内部カップ部 70は第１のカップ部 50に受け入れられる。第２のカップ部は略円
筒形の外周壁 72を有し、外周壁 72は一体成形されたフランジ 74を有する。第２のカップ部
は上部カバー 76によって、第１の端部または上端部にて封止される。第２の取り外し可能
な基部壁 78は、外周壁 72の第２の端部を閉塞する。第２の取り外し可能な基部壁は、内部
カップ 70の第２の端部にカチッとはめられ、リップと溝、摩擦係合、解除可能な封止など
によって保持されることによって第２の端部に安定的に取り付けられる。内部カップ 70の
第１の端部を通って第２の取り外し可能な基部壁 78上に延びる挿入可能部材 42によって力
または圧力がかけられると、第２の取り外し可能な基部壁 78は外周壁 72から外れる。基部
壁 78が外れることにより、内部カップの第２の端部が開放され、内部カップ 70の内容物の
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外部カップ 50の内容物との混合が可能になる。
第１の取り外し可能な基部壁 48および第２の取り外し可能な基部壁 78は、それぞれドーム
状の中央領域を有する。ドーム状の中央領域は、カップの外周壁を摩擦によって係合する
垂直な壁によって囲まれている。ドーム状の中央領域は力がかけられると屈曲する。この
屈曲により、カップの外周壁に付着した垂直な壁は摩擦係合するカップの外周壁からはず
れやすくなり、摩擦係合の解放を促進する。
好適な実施形態においては、保持手段 80が第２の基部壁に接続され、第２の基部壁を第１
のカップ内に保持し、かつ第２の基部壁が開口端部を遮断するのを防ぐ。保持手段は、一
方の端部にてカラー 84および拡大部によって第２のカップに取り付けられ、もう一方の端
部にて第２の基部壁 78に取り付けられる細長い保持具またはストラップ 82を含む。
複数の脚 86またはその他の間隔をおいて配置される突起物が、第１および第２の基部壁に
設けられる。脚は、基部壁の間隔をおいて配置される関係を保ち、粉末試薬または部分的
に溶解された試薬にスラリーが、基部壁間に閉じ込められるのを防ぐ。
引き続き図３および４を参照し、第１および第２のカップ部は、フランジ 54、 74が接触し
、共に封止されるように構成される。フランジの適切な封止手段は、接着剤結合、溶剤溶
着、超音波溶接などを含む。
好適には、内部カップの外周壁 72は、外部カップの外周壁 52の高さの約半分であり、これ
によって第１の試薬チャンバ 88がこれらの間に規定される。例示される実施形態により特
定的には、チャンバ 88は内部カップ 70の容積に関連する所定の体積比を有する。様々な第
２カップの外周壁の設計を使用して、チャンバ 88と第２のカップの容積との間に選択され
た相対体積比を達成し得るが、円形の壁表面好ましい。
内部カップ 70内の第２のチャンバの直径は、第１のチャンバ 88の直径より小さく、これに
よって環状通路 90がこれらの間に規定される。第２のチャンバの上部壁 76は、上部カップ
を超えて外側に延びる周縁張り出し部 92を有する。通気孔 94が張り出し部 92に形成され、
環状通路 90と連通する。通気孔 94により、下部カップ部に貯蔵される試薬のガス放出が可
能となる。上部壁 92はまた、中央プラグ 96を有し、中央プラグ 96は挿入可能部材 44からの
圧力を受けてカチッと開き、第２のカップの内部と連通する開口部を形成する。中央開口
部 96はまた、上部開放部 44に案内を提供する。第２のカップ内の試薬がガス放出する場合
、任意にプラグ 96は多孔性であり得る。
TYVECT M材料のような多孔性の閉鎖部 100が上部壁 94に接着され、これにより２つのチャン
バが封止されて粉末の損失が防がれる。粉末の１種類が貯蔵中にガスを放出する好適な実
施形態においては、閉鎖部 100は透過性の材料でできた可撓性の層である。その他の用途
においては、閉鎖部 100は不透過性のホイル、プラスチックなどの可撓性のシートであり
得る。更なる代替案として、閉鎖 100は、小さな開口部またはピンの穿刺孔、透過性材料
の部分などを除いて不透過性であり得る。これにより、１つのチャンバからガスを放出さ
せながら、もう一方のチャンバの外界の湿気に対する気密状態を維持することが可能とな
る。任意に、閉鎖部は、手で内容物を取り出す際に閉鎖部を剥離しやすくするための引き
手を含み得る。
好適な実施形態において、内部および外部カップはそれぞれ、酸の前駆体および過酸塩の
１つを収納する。好適な実施形態により特定的には、酸の前駆体はアセチルサリチル酸で
あり、過酸塩はナトリウムまたはその他の過ホウ酸塩である。第１および第２の取り外し
可能な基部 58および 78が取り外される際、２種類の化合物が接触し、水が存在する状態で
反応して、メタホウ酸ナトリウム、過酢酸、およびサリチル酸を生成する。取り外し可能
な基部を用いると、化合物はそれぞれのチャンバから完全に放出され、トラップによる残
留物はない。
粉末成分の容積は、結果として得られる除染溶液において、過酢酸の濃度が 0.2％ W/Vとな
るように、水の容積に比例して選択される。メタホウ酸ナトリウム溶液は、無機腐食イン
ヒビターとして作用し、サリチル酸は有機腐食インヒビターである。好適には、更なる腐
食インヒビター、緩衝液および湿潤剤がこれらの粉末に添加される。好適な銅および黄銅
腐食インヒビターは、アゾール、安息香酸塩、その他の五員環化合物、ベンゾトリアゾー
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ル、トリルトリアゾール（ tolytriazoles）、メルカプトベンゾチアゾール（ mercaptoben
zathiazole）などを含む。その他の抗腐食緩衝化合物は、リン酸塩、モリブデン酸塩、ク
ロム酸塩、二クロム酸塩、タングステン酸塩、バナジン酸塩（ vanidates）、その他のホ
ウ酸塩、およびこれらの化合物を含む。これらの化合物はスチールおよびアルミニウムの
腐食を阻害するのに効果的である。カルシウムおよびマグネシウム塩が沈殿する傾向にあ
り得る硬水には、ヘキサメタリン酸ナトリウムなどの金属イオン遮蔽剤もまた含まれる。
その他の乾燥処方物を使用して、塩素（塩化）ガス、過酸化水素、次亜塩素酸、およびそ
の他の生命致死効果を有する強酸化剤を生成し得る。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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